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はじめに 

 

我が国におけるサービス産業は、裾野が広く、国内総生産（ＧＤＰ）に占める割合も既に約7

割に達しており、経済全体に与える影響が大きくなるとともに、その生産性を高めることが極め

て重要となってきている。このため、政府では、「経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の

方針）」、「日本再興戦略」などにおいて、介護分野を含む「サービス業の生産性向上」への取

組を推進していくことを求めている。こうした中、平成27年6月18日には、首相官邸において、

小売業、飲食業、宿泊業、介護業、運送業の5分野の関係団体が招集され『第1回サービス業の生

産性向上協議会』が開催され、当会も介護分野の関係団体とともに参加した。 

介護分野については、今後、都市部を中心として急速に増加する介護需要に対して、介護人材

の確保が困難となる中、生産性向上は極めて重要な政策課題となる。また、団塊世代の本格的な

高齢化を迎え、介護サービスニーズの多様化、高度化に的確に対応すること等を見据えると、サ

ービス産業の生産性向上に関し、業務の効率化、ICT等の活用、人材育成・労務管理の方策等を

進めることで、社会保障の持続可能性、シルバービジネスをはじめとした高齢者向けサービスの

発展に寄与できるものと考えられる。 

このため、平成27年度調査研究事業においては、厚生労働省が掲げた「介護者の負担軽減に

資する生産性向上」：具体的には業務上の書類の削減やICTを活用したペーパーレス

化による文書量の半減を実現するとの政策目標に向けて、介護サービス提供現場にお

ける業務上の文書量（指定基準・指導監査等に係る書類）の実態及びICT活用により

業務を効率化している先進事例の情報を把握するとともに、書面の削減・統合などの

合理化を図ることや、介護分野における情報連携を図るための共通言語化に関する研究を開始

することで、さらなる生産性向上を目指すことができることについて提言した。 

また、本年度、厚生労働省では、社会保障審議会介護保険部会において介護保険制度の見直し

に関する審議が進められ、平成28年12月9日に「介護保険制度の見直しに関する意見」が取り纏

められた。この中の大きな柱として「医療・介護の連携の推進等」が掲げられている。 

このため本事業では、昨年度の提言のうち「介護分野における情報連携を図るための共通言語

化に関する研究」を具体化するとともに、「医療・介護の連携の推進等」を図ることを目的とし

て、検討委員会（委員長 尾形裕也：東京大学政策ビジョン研究センター 特任教授）を設置し、

利用者に着目したシームレスな情報の一元化と関係者間の共有化の在り方について検討を行っ

た。 

検討委員会の委員の皆様、ヒアリングにご協力いただいた事業者・自治体等の皆様、事務局に

ご支援いただきました株式会社日本総合研究所ほか関係各位に対しまして、この場をお借りして

厚く御礼申し上げる。  

本報告書が、今後の介護分野のサービス生産性向上を検討していく上での一助となれば幸いで

ある。 

 

平成２９年３月          一般社団法人シルバーサービス振興会 



 

 

  



 

 

 

介護分野における生産性向上に関する調査研究事業 報告書 

目 次 

第 1 章  本調査研究事業の概要 ................................................................................... 1 

1. 本調査研究事業の目的 ...................................................................................................... 1 

2. 実施内容 ............................................................................................................................. 1 

3. 他の調査研究事業 .............................................................................................................. 3 

第 2 章 地域包括ケアシステムにおける情報共有に関する現状分析 ........................... 4 

1. 地域包括ケアの特徴 ........................................................................................................... 4 

2. 記録や情報共有に関する現状分析 ................................................................................... 5 

第 3 章  地域包括ケアシステムにおける記録や情報共有のあるべき姿 ....................... 9 

1. 介護サービスにおける情報共有に着目する必要性 ........................................................... 9 

2. 介護事業者が記録・共有すべき情報 ................................................................................ 11 

第 4 章  あるべき記録や情報共有の実現に向けた方向性と課題 .............................. 19 

1. 効果的・効率的な情報共有によるメリット .......................................................................... 19 

2.  情報の収集と共有の方向性 ........................................................................................... 21 

3.  「あり方」の実現に向けた今後の課題.............................................................................. 22 

参考資料 1 ヒアリング調査結果 .................................................................................... 27 

NPO 法人しまね医療情報ネットワーク協会 ........................................................................... 27 

社会福祉法人寿楽園 ............................................................................................................. 43 

社会福祉法人 IGL 学園福祉会 ............................................................................................ 55 

金沢市医師会 ........................................................................................................................ 59 

神戸市介護サービス協会 ...................................................................................................... 67 

参考資料 2 ケアマネジャーの視点から見た共有すべき情報 ..................................... 72 

株式会社やさしい手 ............................................................................................................... 72 

参考資料 3 「在宅医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書」（抜粋） 90 

  



 

 

 



 

1 

1    

1.  

介護分野については、公的な介護保険制度等の下で、規制が強い事業環境であることや、中小零

細な事業者が多いことなどから、製造業や他のサービス産業等に比較して個々の業界、事業者等によ

る生産性の向上への取り組み及びＩＣＴの活用も遅れていることが指摘されていた。これらを背景として、

今般、「経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針）」、「日本再興戦略」において、「サービス

業の生産性向上」への取組を推進していくことが示され、とりわけ介護分野の生産性向上が強く求めら

れている。 

また、医療・介護分野の双方から相互連携の取組が進められているが、介護保険制度の下での各種

サービス事業者間（医療系サービスを含む）において、サービス提供の共通の対象である利用者に関

する情報の共有化が進んでおらず、シームレスで総合的なサービス提供に至っていない。 

このため、在宅サービスを中心とした事業ごとの業務プロセスの検証、関係者間の連携を図るため

の情報の共有化等について、介護サービスの生産性向上に向けた取り組みのうち、特に現場での情

報の共有化に着目し、サービス提供における業務効率化を進めるための課題と対応策を整理すること

を目的として調査・検討を行った。 

 

2.  

(1)  

前述の目的に向けた検討に当たり、現場での情報の共有化に関わる先行調査研究資料を収集し、

それらの調査研究で示された情報共有すべき情報項目、あるいは情報共有の目指すべき姿やその実

現に向けた課題等を整理し、本検討の材料とした。具体的には、特に下記の調査研究報告について、

詳細検討の対象とした。 

① 国立大学法人 東京大学 高齢社会総合研究機構「在宅医療と介護の連携のための情報システ

ムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告」（平成26年 3月） 

② 一般社団法人シルバーサービス振興会「介護分野における生産性向上に関する研究事業報

告書」（平成28年 3月） 

 

そして検討委員会では、①は情報共有すべき情報項目が多岐にわたることから、どのような情報が

含まれており、それらをどうカテゴリ分けして整理していくべきであるか等の議論を、②は情報共有の IT

化により指定基準・指導監査等で求められる書面等の削減がどのようにできるか等の議論を行った。 

 

(2)  

介護分野の生産性向上に向け、情報の共有化、あるいは介護分野における業務効率化を推進して

いる事例として、ヒアリング調査を実施した。また、情報の共有化を行うにあたり、介護は生活の場にお
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ける専門職による支援であり、ケアマネジメントの中心となるケアマネジャーが情報を収集する際の観

察視点についてヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査先と当該事例におけるヒアリング調査のポイ

ントは以下の通りである。 

 

・ NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会 

…介護分野における多職種間のＩＴを活用した情報連携の取り組み内容、及び情報連携を推進

した場合に新たに生じる課題等 

 

・ 社会福祉法人寿楽園 

…介護分野における業務の効率の徹底、及び業務効率化を実施したうえでのIT ツールの活用

による情報共有の取り組み、課題等 

 

・ 社会福祉法人 IGL 学園福祉会 

…法人内における多職種間でのＩＴを活用した情報共有・連携の取り組み、課題等 

 

・ 公益社団法人金沢市医師会 

…IT 活用による情報連携の取り組み、課題等 

（※医療における情報連携の取り組みであり、本調査研究のスコープと異なるが、ＩＴを活用した

専門職間での情報共有を推進した時の工夫や課題を把握するためヒアリング調査対象とした） 

 

・ 神戸介護サービス協会 

…個人情報の取り扱いにおける工夫や課題、情報の所有権が利用者に帰属する時の課題等 

 

・  株式会社やさしい手 

   …ケアマネジャーからみた情報共有のための観察視点等 

 

特に、ケアマネジャーからみた情報共有のための観察視点等を含め、どのような観点からの情報を

共有すべきであるかを検討委員会において議論を行った。 
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(3)  

第 1回  平成 29年 1月 18日 

第 2回  平成 29年 2月 17日 

第 3回  平成 29年 3月 9日 

 

委員名簿  （五十音順、敬称略） 

○印 委員長 

  ○  尾形  裕也 東京大学政策ビジョン研究センター 特任教授 

     天本  宏 社会医療法人河北医療財団 あいセーフティネット 理事長相談役 

     生田  正幸 関西学院大学人間福祉学部社会起業学科 教授 

     岡島  潤子 東京都介護支援専門員研究協議会 元副理事長 

     金本  昭彦 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 

   保健福祉システム部会福祉システム委員会 委員長 

     工藤 絵里子 東京都稲城市役所福祉部高齢福祉課 課長 

     佐野 けさ美 一般社団法人日本在宅看護学会 副理事長 

     馬袋  秀男 一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会 

   特別理事 

 

 オブザーバー 

     佐藤  美雄 厚生労働省老健局振興課 課長補佐 

     林   英典 厚生労働省老健局振興課 基準第一係長 

     金子  博人 厚生労働省老健局振興課 基準第一係 

 

3.  

 なお厚生労働省老健局において、介護サービスの生産性向上等を図るため、介護サービスにおける

ICT 活用実証研究事業「居宅サービス事業所における業務効率化促進モデル事業」が同時期に進めら

れている。具体的には、居宅サービス事業所等がICTを活用した業務効率化に取り組む場合の効果検証

を行うとともに業務効率化に向けた手引きを策定するものであり、介護サービスを支える人材確保に向け

た取組として、ICT を活用したペーパーレス化等による文書量の半減により生産性向上を目指すものであ

る。 

同事業は、介護サービス事業所内における日々のサービス提供記録等のICT 化による効果測定、今

後の課題整理を行い、より効果的なICT の普及に向けた基盤のあり方などの検討を行い、介護職員の負

担軽減と更なる生産性向上を図ることを目的とした実証事業である。  

一方、本調査研究事業は、ICT 化の進展を見据えながら、こうした情報基盤構築に向けた情報共有の

在り方などについて検討するものであり、両事業は今後、相互補完的に介護分野の生産性向上に向けた

アプローチとして活用されていくことが望ましい。 
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2   

1.  

(1)  

2025 年を目指して構築が進められている地域包括ケアシステムは、国民が、住み慣れた地域にお

いて、できる限り地域や在宅（住まい）において生活を続けられるよう、日常生活圏内にさまざまな社会

資源を整備しようとするものである。 

いわゆる「共助」「公助」として位置づけられる医療・介護の社会資源に加え、介護予防や健康増進、

福祉サービス、さらには高齢者の日常生活を支える生活支援や住まいに関する社会資源も含めて捉え

られている。特に、今後の地域包括ケアシステムの構築において保険者（自治体）には、「自助」や「互

助」の充実・強化を目標として、具体的な充実・強化のための取り組みを実施することが求められてい

る。 

高齢者個人から見れば、本人の意思・意向に基づく自己決定により、自分の暮らし方や生活の特徴

等に合わせて、こうした多様な社会資源を必要に応じて組み合わせて利用し、ＱＯＬ（Quality Of Life）

の高い生活を維持していくことが想定されている。 

 

(2)  

前述のような地域包括ケアシステムが構築された地域では、多種多様な事業主体が一人の高齢者

に対してそれぞれサービスを提供していくことになる。 

これは、医療や介護の提供場面に絞ってみれば、例えば病院や介護施設におけるサービスの提供

と比較すると、高齢者ごとに、異なるサービスを提供する異なる事業主体が、連携してサービスを提供

していく「チームケア」の形となることが特徴である。在宅のため、病院や介護施設と異なり、全ての利用

者の 24時間の生活に対して、常にケアスタッフが関わっているわけではない。したがって、一貫したケ

アを実現するためには、異なる事業主体がそれぞれ把握する情報を共有することが、その高齢者の生

活の全体を把握するために必要となる。 

また、地域包括ケアシステムは、自分でできることを増やしたり維持したりしてできる限り住み慣れた

地域で暮らし続けることを目指していることから、こうしたケアを通して実現したい生活のあり方について、

理念や考え方も共有化してケアを提供することが期待されている。いわば、「規範的統合」を実現した

上での、シームレスなケアの提供である。 

このように、地域包括ケアを実現していくためには、異なる事業主体間での情報共有が必須となるの

である。 

 

さらに、将来の社会保障支出の伸びの適正化に向けた介護予防や健康増進といった観点に立てば、

介護サービスを利用する高齢者（利用者）に加えて、今は医療や介護サービスを利用していない高齢

者（被保険者）の状況も含めて把握し、必要な施策（介護予防や健康増進の施策）を実施することが必

要となる。 
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したがって、上述したような情報が、タイムリーに保険者（自治体）（i)に集約され、保険者（自治体）が

この情報を活用して政策運営していけるような体制を整えることが重要である。 

 

2.  

 (1)  

ケアを提供する上では、高齢者一人ひとりの状況を包括的に把握するために、介護サービスを提供

する各事業者による記録と情報共有が重要になる。しかし現状では、当会が平成２７年度に実施した調

査研究事業で明らかにしたように、介護サービス事業所・施設の業務フローの中で書類として最も多く

発生しているのは利用者に対するサービス提供時の記録（介護記録等）であり、それらの情報が「サー

ビスごと」「事業者ごと」それぞれに記録・保管され完結するような状態にある。このため、同じ情報を複

数の事業者が重複して記録していたり、共有すべき情報が共有されていなかったりといった問題がある。

今後の高齢者の増加に伴って、こうした問題はさらに大きくなっていくことが懸念される。 

質の高いケアの実現のために必要な記録や情報が事業者ごとに異なるという現状は、つまり地域包

括ケアシステムが目指す基本的な考え方を共有（規範的に統合）したシームレスなケアと記録のあり方

について、保険者及び事業者間での共通認識が出来ていないということである。 

また、地域包括ケアはチームケアという特徴を持つが、介護サービスを提供する事業者間でそれぞ

れに異なる記録を行っている現状では、一人の高齢者に関する情報をチーム内で共有することが難し

いことを意味する。 

つまり、チームケアにおける情報の活用についてみれば、業務上の伝達・申し送りを除けば、高齢

者の生活全体を連続的に捉えるという視点からは、既存の記録や情報の共有は不十分な現状にあると

いえる。 

 

また、介護保険が施行されて17 年が経過することとなるが、利用者（その家族も含め）は、自身が住

む地域において提供されているサービスの量や種類に対し関心が高いとはいえず、保険制度の当事

者であるという認識が十分に醸成されたといえる状態にはまだない。さらに、個々の介護サービス事業

者と契約する中で、自らの受けているサービスの全体像、相互の関係性や効果、情報共有等について

俯瞰的に捉えにくい状況にある。 

 

一方、記録の確認は、介護保険制度に基づいて提供される介護給付サービスの内容や介護報酬の

支給が適正なものかどうかを保険者として確認するという目的があり、不適切な場合においては必要に

応じて介護事業者に対する指導・監査を実施し、その内容の妥当性を検証するという目的もある。 

しかし、当会が平成27年度に実施した調査研究事業でも明らかにした通り、現に保険者が監査の際

に介護事業者に対して求めている記録類には、監査等のためだけに法定の書類やそれ以外のものも

求められている実態が浮かび上がった。介護事業者にとっては「求められるかもしれない記録を作成し

ておく」ことが、記録に関する業務の負荷を大きくする要因となっている。これは国（制度上）の問題とし

                                                      
i 介護保険事業の運営主体は「保険者」だが、地方部において事業組合を設置している地域を除けば、多くは「保険者」としての事業範囲と「自治体」

の事業範囲が同一することが多い。なお以後、本報告書では、特段定めの無い限り「保険者」と「自治体」は同一のものとして取り扱う。 
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て、記録そのものの制度上の位置付けが曖昧であり、何を、どの程度保存すればよいのかを明確に示

していないことから、都道府県・市町村（保険者）は指導監査等における過度な記録を求め、保存を求

めるという、いわゆるローカルルールを生み出すこととなり、それが数多く存在しているのが現状である。

このローカルルールに介護事業者は都度対応しなければならず、特に県や市をまたいで事業を展開

している介護事業所は、幾つものローカルルールに対応しなければならないこととなっている。このロ

ーカルルールへの対応も業務の負荷を大きくする要因となっている。 

 

(2)  

介護事業者は、地域包括ケアシステムにおけるシームレスなケアの提供の実現に向けた記録や情

報共有を実現したいという意向を持つが、介護報酬の水準が低下する中で、介護事業者にとっては介

護報酬を得られる業務にできる限り多くの業務時間を割こうとするあまり、必要最低限以上の書類の作

成や記録業務、あるいはそうした情報の共有に人員や時間を割く余裕がなくなっている面がある。 

一部には、記録や情報共有のためにより多くの人員を配置する介護事業者もあるが、介護人材の不

足傾向に加えて介護職員の処遇改善の流れもあり、人件費水準が上昇傾向にあるため、記録や情報

共有といった介護給付を補完する事務業務を確保するために人員配置を増やすことは、介護事業者と

して躊躇する傾向がある。 

加えて、介護事業者は中小零細な法人が多いため、ＩＣＴ化などの独自のシステム投資を実施する

収支面での余力がほとんど無く、かつそうした事業者に対する資金的支援あるいは人的支援が無いこ

とも記録や情報共有が進まない要因となっている。 

また、先にも述べたとおり、現状の記録の大半が、それぞれの「サービスごと」「事業ごと」に完結する

仕組みとなっているため、情報共有化やＩＣＴ化に向かわず、それぞれの基準に定められた内容を満

たすことのみが優先され、利用者に資するものになっていない。 

さらに、個人情報の共有について言えば、個人情報保護法の定めを過度に運用してしまい、個人情

報保護法上は共有することが可能な情報であっても、第三者（但し、サービス提供における関係者）と

個人情報を共有することに対する不安感から情報を全く出そうとしない事業者や保険者（自治体）がい

ることも情報共有が進まない要因となっている。共有すべき情報が共有されていないという制度上の問

題も大きい。 

 

(3)  

介護分野に限らず全産業において人手不足が進展する中、特にサービス業全般の生産性の低さが

指摘されており、首相官邸においてサービス業の生産性向上協議会が設置され、介護分野を含む特

定 5分野におけるサービス業の生産性向上に向けた検討が開始されている。 

特に介護分野においては、今後、団塊世代の高齢化にともなって全国的に介護サービス需要が増

加し、なかでも都市部を中心として急速に増加することが予想されている。この介護需要に対して、現

在においても介護人材の確保が困難となっており、介護の担い手の伸びが追いつかず、これまでのト

レンドが続けば、2025年には約38万人の介護人材需給ギャップが生ずるとされる。 

また介護サービス需要の増加とともに、介護サービスニーズの多様化、高度化に的確に対応するこ
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とが必要となることから、生産性向上は極めて重要な政策課題である。社会保障の持続可能性の観点

からも、生産性の向上と、それに伴う業務の効率化、ICT 等の活用などが極めて重要となる。 

介護分野における「生産性向上」について、これまでの検討では明確に定義されたものは無いが、

仮に「地域包括ケアが目指すシームレスなケアの提供」の実現を前提とした上で、少ない人員で高度な

サービスを提供する体制の構築、特に間接的業務の効率化や削減することと捉えるならば、まずはあ

るべきシームレスなケアの実現に必要な記録や情報共有の実現が必要となる。 

つまり、前述したように、現状ではあるべき記録や情報共有が十分に実施されていない中で単に現

在ある事務業務の削減・効率化を実施するのではなく、まずはあるべき記録や情報共有を実現した上

で、さらにその記録や情報共有を効率的・効果的に実施できるような取り組みが必要な現状にあるとい

うことである。 

 

特に、ケアマネジャーやサービス提供事業者間、サービス提供事業者の相互間を取り巻く情報の共

有は、質の高いケアを実現していくために非常に重要な場面である一方、生産性向上の観点に立てば

効率化余地が大きいと考えられる領域でもある。 

 

実際、先行研究においては、この領域において以下のような課題が整理されている。 

 

 1   

 
(資料) 一般社団法人シルバーサービス振興会「介護分野における生産性向上に関する研究事業」報告書より 

 

このように介護分野における生産性向上に向けた取り組みと課題は多数あるが、本調査研究事業で

は特に在宅介護の現場における多職種間での情報共有に着目し、情報共有のあるべき姿とその実現

に向けた課題の検討を行うこととした。 

介護分野の中でも在宅介護は、利用者に対して複数の介護事業者が一人の利用者に関わるチーム
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ケアであるため、あるべきシームレスなケアの実現（利用者の生活の状況全体を捉え、アセスメントに基

づく質の高いケアの提供や時系列に渡ってのモニタリングを行っていくケアの実現）のためには、利用

者に関わる複数の介護事業者及びケアマネジャーとの間で、利用者の状態等の情報をタイムリーに共

有することが不可欠である。 

一方で、現在多くの事業者が行っているこれまで通りの方法でこうした不可欠な情報共有を実現しよ

うとすると、必然的に、日常業務における情報共有に関わる業務の占める割合が大きくならざるを得な

い。つまり、在宅介護の領域における生産性向上を図るためには、何よりも、情報共有の場面における

効率化の検討が重要となるのである。 
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3    

 まず最初に、情報共有のあるべき姿のイメージを示すこととする。 

 

 2   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

1.  

地域包括ケアにおいては、介護だけでなく医療や生活支援サービスなどのさまざまなサービスが、

国民に対し、日常生活圏域において組み合せて提供される。したがって、記録や情報共有はそうした

多様な領域における取り組みについて検討が必要となる。 

しかし、第2章の現状分析でも指摘しているとおり、介護給付サービスの提供に係る場面においては、

特に記録や情報共有に関する問題が多い。したがって、本調査研究事業では、当面介護保険制度内

の介護サービスにおける職種・サービス間の情報共有に関し、ケアマネジャーを取り巻く情報の共有に

ついて着目することとした。 

介護保険制度下における医療サービスについては検討範囲となるが、入退院時などの医療と看護

の連携のような、いわゆる医療介護連携については今後の検討課題とし、本調査研究事業における検

討範囲からは除外することとした。 

むろん、厚生労働省社会保障審議会介護保険部会において平成28年 12月 9 日に取りまとめられ

た「介護保険制度の見直しに関する意見」のなかで「医療・介護の連携の推進等」が掲げられており、
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医療介護連携の実態把握、課題の検討、課題に応じた施策立案に至る方法を国が具体化し、市町村

にその実施を求める等と示されていることから、医療と介護の間における情報共有は重要な課題である。

しかし、そもそも介護保険制度下における情報共有が確立していないところで実行しようとしても無理が

あり、まずは介護保険制度下における整理を行い、その上で医療サイドとの情報共有を整理していく順

序立てが必要である。当然ながら、検討の範囲から除外しつつも将来的な医療サイドとの情報共有を

念頭におきながら検討を進めることとした。 

また、同様の観点から介護保険制度外の介護サービス（地域支援事業や保険外サービスなど）につ

いても同様とした。 

したがって、介護保険制度外の介護サービスとの間の情報共有、医療サイドとの情報共有、地域支

援事業や保険外サービスにおける多職種間での情報共有（
ii）については、今後の検討課題とする。本

調査研究の検討範囲は図表3 に示した通りである。 

 

 

 3   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

  

                                                      
ii 地域支援事業（中でも特に生活支援・介護予防総合事業）の情報共有に関しては、事業の実施主体である保険者（自治体）が情報の保有者となっ

て情報共有に取り組むことが期待されるが、事業の実施については民間事業者等が担っていることがほとんど全てのため、実質的なマネジメント

に誰が取り組むかを検討する必要がある。 
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2.  

前節で触れたように、地域包括ケアにおいては、異なる事業主体が一人の高齢者（介護サービスの

利用者という面だけでなく、被保険者としての側面も持つ）のケアに関わるため、シームレスなケアを実

現するためには必然的に事業主体間での情報共有が必要になる。ここで情報共有が持つ意味は、「そ

の利用者の日常における状態が把握されること」と言える。 

 

すなわち、事業主体間で情報を共有し、共通の認識でその利用者の日常の状態を把握するために

は、 

『一人の被保険者（利用者）に関する情報を、その被保険者（利用者）単位で集約し 

記録すること。そして、その一元化された情報を関係する専門職が共有すること。』 

が必要となる。 

 

これまでに実施されてきた先行調査研究等を踏まえると、介護事業者が記録・共有すべき情報は以

下に示すような考え方で整理することができる。 

 

(1)  

在宅における介護の提供場面に絞れば、情報共有の具体的な形（情報の流れ）、情報を取り扱う職

種・サービスは次図表のような形となる。 

 

 4   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

情報共有の中心に居るケアマネジャーに着目し、個別ケアを提供する介護事業者との情報共有の

意味、目的を整理すると、ケアそのものに関しては「個別のケアマネジメントにおける『目標・方向性』の
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共有」が目的と言えるし、給付管理に関しては「サービスの利用による状態の変化及びサービス提供の

予実の把握」が目的と言うことができる。 

 

さらに、地域包括ケアにおいて多職種間で情報共有する場面、情報の流れ方に着目した情報の取

扱の場面としては次図表のように整理することができる。 

 

 5   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

(2)  

ケアマネジャーは、高齢者の日常生活の情報を収集し、アセスメントに基づいてサービスを組み合

わせてケアプランを作成し、さらにその提供結果（モニタリング情報）に基づいて、ケアプランの見直し

を行う。 

その際、生活全体を把握するために、ケアマネジャーから見て「必要」と考えられる情報については、

国の通知において「標準課題分析項目」として示されているが、これをより具体的に整理すると、図表 8

～11、参考資料 3 のようなものを挙げることができる。 

これらの情報は、ある一時点の情報だけではなく、「普段どういう状況なのか」、「これまでと比較して

変化があるのか、ないのか」、「普段の状況と何がどの程度変化しているのか」という時系列で把握する

ことによって初めて、その高齢者の日常を捉えるあるいは変化に対応してケアを見直すといったことが

可能になるものである。 

ただし、全ての高齢者のアセスメントにおいて常にこれら全ての情報を共有する必要は無く、その人

の生活状況（同居者の有無、ケア付きの住まいへの入居の有無等）や、現在療養中の疾患、地域の環

境等によって重視すべき情報の範囲は異なる。 

なお、情報の共有においては、専門職が関与するサービス等から得る客観的情報だけでなく、ケア

担当者の観察に基づく定性的な情報も重要である。こうした定性的な情報はサービス提供担当者本人
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だけでなく、チームケアの他のサービス提供担当者にも新たな気づきをもたらしたり、通常とは異なる

観察の視点をもたらしたりする場合があるためである。 

 

(3)  

保険者（自治体）は認定調査や日常生活圏ニーズ調査等の場面を除き、高齢者（被保険者）の状態

を直接把握する機会が少ない。したがって、例えば保険者が直接把握している情報のみを用いて政策

運営しようとすると、情報を取得するタイミングがずれる（例：認定調査の更新のタイミングがずれる）こと

により、実態をタイムリーに把握できないという問題が起きる。 

したがって、個々の高齢者に対するケアの提供場面において把握される情報は、介護保険が保険

制度を前提としている以上、基本的に保険者にも共有されることが望ましいものである。したがって、プ

ライバシーの保護には十分留意しつつ、地域の特徴に応じた地域包括ケアシステムの構築を進め地

域ごとの政策を展開していくために、保険者（自治体）への共有を必要とすることが妥当と考えられる。 

また、介護事業者から保険者（自治体）に情報が共有されることにより、保険者（自治体）は介護事業

者の運営実態をタイムリーに把握でき、介護事業者も監査のために特別に手間を割いてサービス提供

や給付管理に係る記録、他の職種との情報共有の記録等を準備する等の負担も軽減されると期待され

る。 

 

(4)  

地域包括ケアの理念は、一人の高齢者に対し、住み慣れた地域において総合的でシームレスなケ

アを提供しようとするものである。したがって、ケアに携わる多職種間で一人の高齢者に関する情報を

包括的に共有できることが重要である。 

加えて、図表 3 に示した通り、本調査研究事業においては介護保険制度内の介護サービスについ

て検討することとしているが、これからの地域包括ケアシステムの構築においては「自助」や「互助」の

強化・充実の方向性が示されていること、健康増進や介護予防に重点を置いた事業運営が求められる

ようになったことを加味すると、介護保険制度外の介護サービスやボランティア等による支援などに関

する情報、要介護状態となって介護サービスを利用する手前の段階、つまり元気だったり、介護予防の

必要性が現れ始めたりしている段階における、高齢者（被保険者）の情報を保険者が把握することも重

要である。これらについては今後の検討課題となる。 

在宅介護の領域における実際の業務では、図表4 に示したように、ケアマネジャーがこれらの情報

の把握や共有の中核を担っている。したがって、ケアマネジャーを中心に、情報の種類やその情報を

主に作成する主体に着目して記録・共有すべき情報のカテゴリと、そうした情報を共有するイメージは、

次図表のように示すことができる。 
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 6   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

 

 7   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

         （「基本情報」、「定量的な情報」、「定性的な情報」については図表8～11 に例示） 
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 8   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

 9   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 付記：図表9においては、それぞれの項目について、専門職以外で利用者への介護に直接的に関わる者とそのときの場面も設けた方が 

     よいとの意見もあった 

 10   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

 11   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 
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なお、客観的な情報の具体的な内容については、先行研究の対象として示した、国立大学法人 東

京大学 高齢社会総合研究機構「在宅医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に

関する調査研究報告」（平成26年 3月）（参考資料3）で整理されている医療介護連携の情報共有に関

する項目のうち、医療部分を除いた部分をベースにして具体化していくことが必要である。 

本調査研究事業では、情報共有すべき項目の詳細の検討は例示にとどめ、詳細は今後の課題とす

るが、ケアマネジャーを中心とした場合に、ケアマネジャーの視点から必要とする情報について、現場

実践の視点から整理を試みた結果を参考資料 2 に示す。 

 

(5)  

前項までに挙げたような情報は、共有することによってその高齢者の日常生活における状態を把握

できることに加え、特に担当者の観察に基づく情報については、把握や記録を通じて、その担当者自

身の気づき及び気づきを起点とした資質向上に寄与する効果もある。 

ここで重要なことは、こうした情報は一時点の情報では不足であり、時系列にわたり継続して把握・記

録され、共有されることが必要であるという点である。特に、在宅介護の領域においては、複数の多職

種が高齢者の生活に関わり、それぞれの情報をつなぎ合わせることで利用者の状態や生活の変化を

把握することができる。 

 

 12   

 
(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 

 

前項（3）に挙げたとおり、高齢者の日常生活に関する情報は保険者にも共有されるべきものだが、

時系列にデータを蓄積できれば、保険者（自治体）にとっての情報の意義がさらに大きくなる。第一、に

高齢者の状態の変化をタイムリーに把握できる点である。例えば要介護認定情報は、あくまでも認定調

査時点でのその高齢者の状態を示しているに過ぎず、日々変化する高齢者の状態を捉え、「今、どの

ような状態か」を把握するには、日常的に接している多職種の情報に基づく必要がある。多職種との情
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報共有がより充実すれば、要介護度の認定更新内容と実際の高齢者の状態とのズレを補うことが容易

になると考えられる。 

第二に、介護事業者が実施しているケアの状況を把握できる点である。時系列に沿って、高齢者一

人に関わる介護事業者それぞれの記録が把握できるようになることにより、記録内容の妥当性（記載内

容がその高齢者の状態像や日常生活状態にあっているか等）についても検証が可能となる。こうして把

握された介護事業者の課題に対して、介護事業者あるいは介護職向けの取り組みを検討・実施するこ

とにより、地域の介護事業者が提供するケアの質の向上を具体的に推進することが可能となる。 

 

(6)  

記録した情報の保存期間については、例えば、居宅サービスであれば「指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準」の第３９条２項に「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指

定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなけれ

ばならない」とされているだけで、法令上、明確に定められてはいない。情報の保存期間を長くすれば、

事後的に過去の経緯を分析して活用することが可能になる一方、情報の保管形態によっては保存にか

かるコストが増大することとなる。 

これまでにも示している通り、情報共有はあくまでも手段であり、目的は地域包括ケアシステムにお

いて、高齢者一人ひとりの情報を集約した上で多職種が連携し、シームレスなケアを提供することと同

時に、生産性を向上させていくことにある。したがって、個別支援については、ケアマネジメントの視点

に立てば、利用者や家族の状況に応じたケア内容の検討、決定、ケアの提供とモニタリング、振り返りと

評価に活用するために必要な範囲で情報が保存されていればよいことになる。具体的には、個別ケア

における利用者との関わりから得られる情報（定性的な情報）については比較的短期間でも良いが、利

用者の状態の変化の把握に役立つ情報（定量的な情報）については、比較的長い期間（例えば、前回

の要介護認定までの期間等）の蓄積が有効と考えられる。 

一方、介護保険事業の運営という視点に立てば、被保険者がこれまでに辿ってきた状態の変化や、

そうした変化が地域全体でどのような傾向にあるかを分析し、介護保険事業におけるさまざまな施策・

制度の検討、モニタリング、事後的な施策・事業の振り返りと評価に活用するために必要な範囲で情報

が保存されている必要がある。具体的には、被保険者の基本情報についてはその利用者が死亡する

までの長期間、要介護認定の記録についても認定の経過を把握し分析するためには、比較的長い期

間（例えば、2回前の要介護認定までの期間等）の蓄積が有効と考えられる。 

このように、個別支援において必要な情報の期間と、介護保険事業の運営において必要な情報の

期間は異なるため、情報の保存期間については、基本情報、定量的な情報、定性的な情報などの情報

項目とその使いみちによって個別に定める方向で検討してもよいと考えられる。 

そして保存期間は、これら情報を誰が保存するのか、という事が大きく関わることとなる。利用者に関

する情報を各事業者がそれぞれに記録していたものを、被保険者（利用者）単位に一元化し保存する

こととなれば、ある特定の事業者にそれを依存することは維持・管理の観点からも問題があり、また介護

保険という保険制度であることを鑑みると保険者（自治体）が保存し維持・管理することが適当である。 
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 13   

 

(資料)一般社団法人シルバーサービス振興会作成 
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4    

1.  

記録や情報共有を効率的効果的なものとした結果として介護事業者や利用者、保険者が得られるメ

リット、すなわち生産性向上の効果はそれぞれ異なり、以下のように整理できる。今後、生産性向上の

具体的な取り組みを検討していく際には、これらのメリットの実現を目的として捉えた上で検討を進める

べきである。 

 

 (1)  

  

前述したような情報共有を実現することにより、どのような状態の利用者に、自事業所のスタッフだけ

でなく他の職種も含めて誰がどのようなケアを提供した結果、利用者の状態がどのように変化したかが、

分かりやすく把握できるようになる。その結果、ある利用者に対するケアの提供実態、つまりケアの提供

に係る業務量が「見える化」され、同時にケアの結果（利用者の状態の変化）が把握されやすくなる。 

こうした業務量とケアの結果のデータを蓄積することにより、どのような状態にはどのようなケアを提

供することが適切なのか、どのようなケアを提供するにはどの程度のスキルを持ったスタッフをどの程

度配置してサービス提供すると良いのか、といった業務効率の分析が可能になる。 

 

  

自事業所のスタッフだけでなく、多職種間で情報共有することにより、利用者の状態の変化を包括的

に、かつ時系列で把握することが期待できる。利用者の状態のデータ、提供したケア内容のデータが

あれば、「どのような状態の利用者に対してはどのようなケア内容が有効か」を分析することが可能にな

り、事業所におけるケアの質の改善の取り組みにも活用できる。 

また、在宅の介護の提供場面においては、一人で利用者宅を訪問してサービス提供することが多い

ため、ケアを提供する現場において助言や指導を行うことが難しい。利用者の一連の生活状態の変化

（あるいはリズム）を知り、アセスメントやケア内容までを整理することにより、シームレスで包括的なケア

の実践を「見える化」でき、それをケアに携わる職員の教材として活用し、職員のキャリアアップに活用

することも可能となる。 

 

  

先行研究において、指定基準・指導監査等で求められる書面の実態調査を行ったところ、「サービス

提供時に関わる書類（実施指導の際、提出を求める／求められる書類）」にサービス提供に関わる書類

がある。 

これらは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準などの各基準において「具体的なサービス内容等の記録」を求

められているものである。 
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これら指定基準・指導監査等で求められる書類は、共有する情報に残されていることとなり、これら情

報がＩＣＴ化されれば自由に（リアルタイムに）閲覧可能となることから、事業者はその都度対応を行う必

要がなくなる。また、これまで電話やＦＡＸまたはメール等のコミュニケーションツール（ＳＮＳ等も含む）

を用い行っていた情報の共有が利用者へのケアの関係者へリアルタイムに複数に対して行うことがで

きる。 

このような取り組みを行うことにより、あるべきシームレスなケアの実現を、業務量を抑えつつ効果的

効率的に実施することが可能となる。 

 

 

(2)  

  

前項で示した介護事業者における情報共有の仕組みについて、利用者や家族もアクセスできるよう

な形とし、利用者自身が受けているサービス提供内容が「見える化」されることにより、そのサービスが

適当であるか、介護サービスの利用により自らの介護度が維持・改善されているかといった点について、

自ら情報を得ることができる。 

これまでの別々の事業者に同じことを聞かれたり、同じことを伝えたりしなければならなかったことが、

情報共有されることにより一つの事業者とやり取りすれば、他の事業者に伝達されていくこととなるため

心理的負担が軽減することに加え、事務連絡等に係る家族介護者の負担を軽減するといったメリットも

期待できる。 

 

  

前項①で示したような情報共有を実現することにより、利用者や家族は、介護サービスの提供内容

やその前提となる利用者自身の状態の変化を具体的に知ることができる。こうした情報を得ることによっ

て、どのようなケアを選択した結果、どのように状態や生活が変わったかを具体的に知ることができ、介

護保険制度が前提としている、「利用者自身による自己決定」が実現しやすくなる。 

なお、前述した通り、利用者の状態やケアの提供内容等の情報が保険者にも共有されることにより、

保険者がこうしたデータを集計・分析することができる。こうした情報を活用すれば、介護サービスの利

用者にも伝える取り組みがさらに推進でき、利用者や家族にとっては、「その地域における介護サービ

ス利用の状況（状態に応じたケアの内容）」と自分自身が選択して利用している介護サービス（ケア内容）

がどのように異なるかを知ることも可能となり、自己決定のための判断を行いやすくなる。 

 

(3)  

地域包括ケアシステムにおいて、保険者が果たすべき役割は、被保険者及び介護サービス利用者の

状況をリアルタイムに把握し、介護事業者のサービス提供実態を把握し、介護給付の適正性や公平性を

確認、指導するとともに、介護に関るサービス資源を整備していく上での課題を把握し、施策を実施する

ことにある。 

前述したように、個々のサービス提供の情報が介護事業者間で効果的・効率的に共有できる仕組みが

構築され、そこに保険者もアクセスすることが出来れば、ケアプランとサービス提供内容との整合性がリア
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ルタイムに確認することができ、生産性の向上が期待できる。つまり、サービス提供の効率を高めるという

点で非常に有効であり、また、サービスの効果的なモニタリングの観点からも有効であることから、地域包

括ケアシステムというサービス包括化にあわせたデータマネジメントは不可欠なものとなる。 

 

2.   

前述したような「共有すべき情報」を共有するには、当然ながら情報の収集と共有という業務負担が

発生する。 

現状では、情報の収集と共有が、「事業主体ごとにそれぞれの方法」かつ「ＩＴを活用しないアナログ

な方法」で行われている場合が多く、これが地域包括ケアに携わる多職種の業務負荷を高めている。

情報共有によって期待される効果よりも、情報共有をさらに推進することに伴う業務負荷が大きければ、

現場にとって受け入れられるものにはなりえない。 

したがって、地域包括ケアにおける情報共有の効果を高いものとしていくためには、情報の収集や

共有の場面において、情報共有を推進する取り組みに加えて、ＩＴの活用等により業務負荷を軽減して

いく取り組みを併せて実施することが必須である。以上をまとめると、今後は、以下のような取り組みを

進めていくことが必要である。 

 

 

① 情報入力の省力化 

 情報を入力する現場において情報入力を省力化するデバイス（タブレット等）あるいは入力技

術（音声入力等）の導入や活用を進める。 

② 情報の活用を念頭においた標準化 

 前述した共有された情報を活用することによって期待されるメリットを得るためには、集約され

た情報が分析しやすい形になっていることが必要である。そのためには入力の時点でどのよう

な情報を入力すべきか迷うことを減らすとともに、前述したような「定量的情報」と「定性的情報」

あるいは「本人の状態に関する情報」と「提供したケア（行為）に関する内容」といったような構造

に基づいた標準化が必要である。 

③ 情報共有の仕組みの構築 

 現在は個々の事業主体がそれぞれに業務システムを導入して利用しているため、地域包括

ケアシステムに関わる多様な主体が入力した情報を利用者ごとに集約する仕組み（データベー

スあるいはデータプラットフォーム）の検討と構築が必要である。具体的には、集約するシステ

ムの構造を検討するとともに、そうして集約した情報にアクセスできる範囲の検討を行う必要が

ある。 

④ 公正な給付と業務の効率化との整合性の検討 

 介護保険制度は社会保険であり、保険者には被保険者に対する説明責任を果たす観点から

も、個々の給付が妥当でかつ公正なものであることを確認できるようにする必要がある。現場に

おける日常的な記録の作成・保管や、監査に備えての書類の整備等はこの目的のために行わ

れているが、一方で、こうした記録の作成や書類の作成が日常業務の効率を低下させているこ
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とも事実であり、生産性向上の観点からも、給付の公正性を担保しつつ出来る限り保険者が求

める記録や書類を減らす検討が必要である。 

 また、介護業務にＡＩやＩｏＴ等の新技術の導入が進むことにより、ケアそのものだけでなく、例

えば記録の作成や多職種との情報共有において介護職自身が行う業務量を大幅に減らすこと

が考えられる。一方で、現在の介護報酬は介護職が自ら実施することを念頭に制度設計されて

いることもあり、ＩＴの活用による「介護職が自ら行わない行為」と介護保険制度との整合性につ

いても検討する必要がある。 

 

3.   

前節で示した方向性にしたがった取り組みを推進していくうえでの課題としては以下の点が指摘で

きる。 

 

  

ü 効率的・効果的な入力方法の検討・普及 

 現場における業務量の負荷を過度に高めずに、かつ介護の記録として適切な情報を正確に

反映できるような効率的・効果的な入力方法を検討・普及する。特に、介護においては利用者

の心身の状況だけでなく、生活全体の状況を捉えて記録や申し送り等を作成するため、そうし

た領域における記録にも耐えうるような入力方法を検討する必要がある。 

ü 職員のスキルアップの支援 

 情報共有に関する仕組みを導入してもそれを扱う職員が対応できなければ活用が進まないた

め、「何を収集・入力すれば良いかで迷う」ことに起因する業務負荷（あるいは心理的付加）を軽

減するための入力項目の定型化と併せてスキルアップの支援（研修等）が必要である。 

 ただし、専門職が持つべき「自ら考えて観察する」、さらには「自らの職責やサービス提供のあ

り方を振り返り、内省して成長する」という活動は残さなくてはならないため、観察に基づく定性

的な情報の入力を完全に排除すること長期的に見て不適当である。 

ü 小規模事業者が導入しやすい方策の検討 

 現状分析でも指摘した通り、介護事業者には小規模事業者が多いため、小規模事業者にお

ける導入を促進する取り組みを実施しなくては、地域全体での取り組みを展開できない。情報

共有の仕組みをクラウド化する等して導入及び運営のコストを低減するとともに、例えば事業組

合等の手法も含め、複数の事業者が共同でシステムを調達・運営することを推進することが必

要である。 

 

  

ü データの定型化あるいはコード化 

 現在、介護現場では定性的な情報が多く、かつケア担当者ごとに異なる表現を用いている記

録が多い。また、地域によって言葉や地理条件が異なったり、季節変動が大きかったりする点
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が指摘されるところである。したがって、これらの実態を分析した上で、データの定型化あるい

はコード化が必要である。 

ü 共有すべき情報の「標準」の決定 

 国において共有すべき情報の「標準」を定め、これを全自治体に普及させることが必要である。

地域ごとに「標準」が異なる場合、地域をまたがって広域的に事業提供する介護事業者や、ＩＴ

ベンダーは対応が難しくなるため、部分最適となってしまい、情報共有の効率化が難しくなる。 

ü 介護保険制度外の介護サービスにおける記録や情報共有のあり方の検討 

 現在、介護保険制度外の介護サービス（保険外サービス）が多く提供され始めている。これら

はあくまでも任意のサービスとして提供されているが、「一人の高齢者の生活の状態をシームレ

スに捉え、ケアを提供する」という地域包括ケアの考え方に基づけば、介護給付サービスを提

供する介護事業者との情報共有及びその前提となる記録のあり方についても、本検討と同様な

検討が必要である。保険者は、介護保険制度内の介護サービスの情報共有に合わせ、保険外

サービスに関する情報共有も検討していくべきである。 

 

  

ü 保険者による情報のマネジメントの実施 

 利用者ごとに集約した情報のデータベースあるいはデータプラットフォームの管理は、個人情

報及びプライバシー配慮の観点から極めて重要になる。介護サービスは社会保険制度である

ことから、情報をマネジメントしていく主体については本質的には、被保険者への保険給付する

保険者であるべきと考えられる。 

 なお、マネジメントの対象とする情報としては、介護給付サービスだけでなく、地域支援事業

（特に日常生活支援・介護予防総合事業）や、介護保険制度外のインフォーマル支援の実施状

況についても視野に入れる必要がある。特に今後は、要介護者の減少に向け、自立支援に軸

足を置き取組を強化してくのであれば、要介護と要支援の間を行き来する被保険者の増加が見

込まれる。しかし、この両方を包括的にどのようにマネジメントしていくのかという点が課題とな

る。 

ü 集約した情報へのアクセス権の範囲の検討 

 情報へのアクセスへは、利用者本人（家族を含む）、事業者（ケアマネジャー含む）、そして監

督権限を有する保険者（市町村に加え、市町村の支援を担う都道府県や国を含む）に限るとす

るべきと考えられる。この際、個人情報保護であることを理由に情報共有を許容しない利用者へ

は円滑なチームケアを提供できない場合があるができないことを理解してもらう必要がある。ま

た、利用者や家族に対するアクセス権の範囲についても検討が必要である。 

 

  

ü 指導・監査において要求する記録のあり方の整理 

 本検討において現状分析から指摘している通り、介護事業者における記録や情報共有に関

する生産性向上を阻んでいる一因に、指導・監査において求められるかもしれない記録や文書
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の作成がある。したがって、介護事業者における生産性を高めていくためには、介護保険制度

上において求める記録の必要性について、検討を行っていく必要がある。 

ü 保険者（自治体）の指導の緩和、ローカルルールの見直し 

 現在の紙ベースの運用においても、自治体ごとに紙の提出・保管に対する指導の基準が異な

ることが指摘されている（例：訪問介護においてホームヘルパーが提供した内容について、サ

ービス提供責任者への紙での報告を義務付けている例がある等）。このような紙の提出・保管に

ついての指導が存在すると、上述したようなＩＴの活用による情報共有の効率化が実現しない。 

 したがって、保険者（自治体）による介護保険制度の公正・適正な運用を担保できる範囲にお

いて、紙の提出・保管を順次緩和していくことも必要である。 

ü 介護業務へのＡＩやＩｏＴ等の新技術の導入による介護報酬のあり方の検討 

 介護業務にＡＩやＩｏＴ等の新技術の導入が進むことにより、ケアそのものだけでなく、例えば記

録の作成や多職種との情報共有において介護職自身が行う業務量を大幅に減らすことが考え

られる。新技術の導入による介護報酬の在り方についても検討する必要がある。 
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